
令和5年1月21日 14時00分

担当課
感染症対策室 新型コロナウイルス

（内容の問い合せ） 感染症対策本部事務局

※感染症対策室に繋がらない場合はコロナ事務局にご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症の発生について

   令和５年１月２０日に長崎県内において、別紙のとおり、新型コロナウイルス感染症患者等が確
認されましたのでお知らせします。

◆ 今回の患者は、当該文書をもって本日の公表とさせていただきます。（本日、記者会見はいたし
ません）

◆ 勤務先などの個別名称は、不特定多数が利用するなど、感染拡大防止の対策のため必要な場合は
公表することもありますが、関係者が把握できる場合は、原則非公開とします。

担当者名 眞﨑、本土、庄崎 川村、松尾

電話番号

直通：
095-895-2466

直通：
095-894-3191

内線：4682・4868 内線：4808



【別紙】新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況

1.発生状況  ※医療機関からの報告及び陽性者判断センターで判定された数

(内訳)

10代 20代 30代 40代 50代 70代 80代

総数 17 78 85 107 72 141 129 100 39 40 58 37 27 0

① 17 78 85 99 57 120 109 89 38 40 58 37 27 0

② 8 15 21 20 11 1

①

②

（参考）

①のうち、発生届の提出があった方の居住地別内訳

2.死亡者  ※発生届対象者及び発生届対象外で保健所が把握した数

(内訳)

Ｎｏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年代
90歳
以上

80代 70代 70代 70代 80代 70代 80代 70代

性別 女性 女性 男性 男性 女性 女性 男性 男性 男性

壱岐市 7 佐々町 4

大村市 17 東彼杵町 2

平戸市 4 川棚町 2

島原市 5 長与町 6

諫早市 40

五島市 2 新上五島町 4

松浦市 3 波佐見町 3

対馬市 1 小値賀町 0

9 541

西海市 3 合　計 226

本日の県内死亡者数 県内死亡者数（累計）

時津町 2

長崎市 58 雲仙市 14

佐世保市 41 南島原市 8

930

854

76

医療機関で診断した新型コロナウイルス感染症患者数

陽性者判断センターで判定した新型コロナウイルス感染症患者数

市町 件数 市町 件数

県内新規感染者数 県内感染者数（累計）

930 320,630

年　齢　区　分

合計10歳未満 60代
90歳
以上40～

49歳
50～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
79歳

80～
89歳

０歳
1～
4歳

5～
9歳

10～
19歳

20～
29歳

30～
39歳

不明



感染の拡大が続いており、身の回りに潜む感染リスクが高まっています。

県民の皆様には、以下の対策の徹底にご協力をお願いします。

●感染や重症化を防ぐため、新型コロナワクチンやインフルエンザワクチンの早期接種
をご検討ください。

●会食時のマスク着用や三密回避、換気など感染対策の徹底をお願いします

●会食の際は認証店を利用し、マスク会食や密にならない工夫をお願いします。

●発熱の際の症状があるときは、外出を控え、自己検査や医療機関への相談・受診をお
願いします。

●高齢者や基礎疾患をお持ちの方と接する際は、家庭内でも特に感染対策に注意をお願
いします。

〈コロナとインフルエンザとの同時流行について〉

コロナに加え、インフルエンザについても急激に感染者が増加し、現在、インフルエン
ザ流行の注意報発令中です。

県民の皆様には、以下の対策の徹底について、引き続きご協力をお願いします。

●発熱などの体調不良時に備え、新型コロナ抗原定性検査キット〈医薬品〉や解熱鎮痛
薬を事前に準備いただき、高齢者や基礎疾患をお持ちの方、症状が重い方以外は、
症状をよく見たうえで、ご自身での検査、自宅療養等のご対応にご協力ください。
※検査キット〈医薬品〉は薬局等（薬剤師）に相談して購入ください

●休日・夜間の救急外来の負荷を軽減するため、「水が飲めない」「呼吸が苦しい」
「ぐったりして動けない」「顔色が悪い」など、症状が重い方以外は、救急外来の
受診をお控えください。

●コロナの自己検査が陰性で、受診を希望する場合、電話診療やオンライン診療もご活
用ください。

●医療機関や保健所への直接のお問い合わせはお控えいただき、コロナに関する一般的
な健康相談等のお問い合わせは「コロナ相談窓口」をご利用ください

コロナ相談窓口：０５０－３６６５－８１０１（２４時間対応）

【新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について】

新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがないよう、お互い

を思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。

今後とも、迅速正確な情報提供に努めますので、報道各社におかれましては感染者・
ご家族のプライバシーに格段のご配慮をお願いします。

また、医療機関等への取材についても、円滑な医療体制に支障が生じることのないよ
う、お控えくださいますようお願いします。

県民・事業者の皆様へのお願い


